
東京における都市計画道路の整備方針 

（第四次事業化計画） 

（案） 

〔概要版〕 

平成２７年１２月 
 

東京都・特別区・２６市２町 

 

「整備方針（案）」への御意見・御提案をお寄せください。 
 お寄せ頂いた御意見は、整備方針策定のための参考とさせていただきます。頂いた御意見の主旨は、

ホームページなどで公表させていただく場合がありますが、御意見の原文は公表いたしません。 
  個人情報や個人を特定した誹謗、中傷となる内容と判断される意見については公表いたしません。 

 様式は自由です。下記様式を参考に、可能な限り、性別、年齢、お住まいについてお知らせください。 
 締切りは、平成28年２月10日（水曜日）です。 
 御意見は、窓口、郵送、Fax、E-mailにてお受けいたします。 

〔宛先〕 東京都都市整備局都市基盤部街路計画課 
●手紙・はがき 〒163-8001 東京都庁 

●ＦＡＸ    03-5388-1354 

●メール    S0000179@section.metro.tokyo.jp 

 詳しくは、東京都HP（http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kiban/tokyo/iken.html ）を御覧ください。 
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1 東京の新しい道路づくりに向けて 

図  都市計画道路の整備推移（平成25年度末時点） 

 都市計画道路は、多様な機能を有する都市を形
成する極めて重要な基盤施設です。 
 しかし、東京の都市計画道路の完成率は６割程
度で、各所で慢性的な交通渋滞など、様々な課題
が生じています。 
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 都市計画道路の整備状況 
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 東京が目指すべき将来像 
 ・環状メガロポリス構造の実現 
 ・集約型の地域構造への再編  
 ・安全・安心な都市の実現 

 東京が目指すべき将来像の実現に向け、「基本理念」と「基本目標」を設定します。 

 道路整備の「基本理念」と「基本目標」 

『四つの基本目標』 
 
「活 力」 ～都市活力の強化～ 
「防 災」 ～都市防災の強化～ 
「暮らし」 ～安全で快適な都市空間の創出～ 
「環 境」 ～都市環境の向上～ 

『三つの基本理念』 
 

① 東京の目指す都市づくりに資する道路整備 
② 都民のニーズに対応した利用者・生活者の 
  視点からの道路整備 
③ 選択と集中による重点的かつ効率的な道路 
  整備 

 整備方針（案）の流れ 
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2 第四次事業化計画（優先整備路線の選定） 

 道路整備の四つの基本目標を踏まえ、東京全体を捉えた将来像や広域的な課題に加え、地域の将来
像や地域的な課題解決に向け、それぞれの視点から六つの選定項目を設定し、選定することとしまし
た。なお、選定に当たっては、事業の継続性や実現性などを踏まえ、総合的に判断しました。 
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施行区分 路線数 延長（km） 

東京都施行路線  137 144 

区 施 行 路 線   88  41 

市 町 施 行 路 線   73  33 

そ の 他 施 行   17   5 

全 体  315 223 

※「選定項目」に示した番号は、優先順位を示すものではありません。  

 優先整備路線の選定の考え方 

〔優先整備路線〕 

 上記の選定項目に照らし、今後10年間（平成28年度から平成37年度まで）で優先的に整備すべき路
線（優先整備路線）を選定しました。（結果はP3～10参照） 
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拠点周辺の混雑・ 
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優 先 整 備 路 線 

必要性が確認された路線 

 

１ 骨格幹線道路網の形成 

２ 自動車交通の円滑化 

３ 高度な防災都市の実現 

４ 地域の安全性の向上 

５ 拠点形成と拠点間連携 

６ 地域のまちづくりへの貢献  活    防 暮 環 
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活 力 防 災 暮らし 環 境 

基本目標 

優先整備路線の選定項目 

※その他施行とは、組合土地区画整理事業等によるものをいいます。 
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 骨格幹線道路の完成率が現在の69％から88％に向上
します。 
 区部及び多摩地域ともに、残る骨格幹線道路の重点
的な整備を進め、東京の更なる発展に向けて、都市計
画道路の骨格が形成されます。 
 合わせて、補助幹線道路も整備され、骨格幹線道路
と相まって、交通機能や防災機能など、様々な効果を
発揮していきます。 

〔骨格幹線道路網の形成〕 

東京圏の活発な交流や、業務、居住、防災など多様な機能を一体的に発揮していくため、道路や橋りょ
うの重点的な整備による都県境を越えた道路網を形成し、都県間の連携を強化するとともに、広域的な防
災性を向上していきます。 

〔都県境を越えた道路網の形成〕 

〔区部と多摩地域の連携強化〕 
今回の整備方針では、区部と多摩地域の事業化計画を統合し、東京全体の事業化計画として策定します。

区部と多摩地域とをつなぐ道路の整備を進め、更なる連携強化が図られます。 

 
      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  
 

 
  

     

     

     

   

 

 

 

      

     

     

     

     

   

骨格幹線道路網の形成状況 
（優先整備路線が完成した時点） 

 整備効果 

優先整備路線一覧（市町施行）
NO. 路線名 区 間 所在市町 延長(m)

市町‐45 国分寺3・4・7号線 国分寺3･4･16～国立市境 国分寺 430

市町‐46 国分寺3・4・12号線 国分寺駅北口再開発事業区域境～国分寺3･4･6 国分寺 310

市町‐47 国分寺3・4・16号線 国分寺3・4・9～国分寺3･4･10 国分寺 690

市町‐48 国立3・3・15号線 富士見台四丁目～国立3・4・4 国立 380

市町‐49 国立3・4・3号線 国立3・3・2～国立3・4・14 国立 750

市町‐50 国立3・4・8号線 立川3・3・30～主地43 国立 210

市町‐51 国立3・4・10号線 北一丁目～国分寺3・4・7 国立 130

市町‐52 国立3・4・14号線 国立3・4・3～JR南武線 国立 540

市町‐53 福生3・4・7号線 福生3・3・30～福生3・4・10 福生 420

市町‐54 調布3・4・16号線 小田急線高架下～調布3・4・2 狛江 1,220

市町‐55 立川3・4・17号線 南街五丁目～南街六丁目 東大和 530

市町‐56 立川3・4・26号線 立川3・2・4～立川3・5・20 東大和 410

市町‐57 東村山3・4・13号線 主地40～東村山市境 清瀬 860

市町‐58 東村山3・4・17号線 東村山3・4・7～東村山3・4・24 清瀬 420

市町‐59 東村山3・4・26号線 新座市境～関越自動車道 清瀬 790

市町‐60 東村山3・4・13号線 東村山3・4・18～本町四丁目 東久留米 460

市町‐61 東村山3・4・13号線 都道234～埼玉県境 東久留米 1,050

市町‐62 東村山3・4・21号線 小平市境～東村山3・4・4 東久留米 280

市町‐63 東村山3・4・21号線 東村山3・4・12～東村山3・4・13 東久留米 740

市町‐64 立川3・5・20号線 立川3・4・40～立川3・5・41 武蔵村山 670

市町‐65 多摩3・4・36号線 多摩3・4・15～稲城小田良土地区画整理事業区域境 稲城 390

市町‐66 多摩7・5・3号線 多摩3・3・10～稲城榎戸土地区画整理事業区域境 稲城 110

市町‐67 秋多3・4・13号線 秋多3・3・3～秋多3・4・5 あきる野 820

市町‐68 西東京3・4・18号線 西武柳沢駅～西東京3・5・4(交通広場約2,700㎡) 西東京 330

市町‐69 西東京3・4・24号線 田無駅～西東京3・5・2(交通広場約3,400㎡) 西東京 880

市町‐70 西東京3・5・10号線
ひばりが丘団地付近(団地交番前交差点付近)

～西東京3・4・20
西東京 550

市町‐71 福生3・4・26号線 富士山栗原新田字大日塚～二本木字西樽口 瑞穂町 390

市町‐72 福生3・4・26号線 福生3・3・27～福生3・4・10 瑞穂町 810

市町‐73 福生3・5・23号線 主地5～福生3・4・4 瑞穂町 330

合 計 33,480

優先整備路線一覧（その他施行〔多摩地域〕）

NO. 路線名 区 間 所在市町 延長(m)

その他‐14 小平3・4・12号線 小川駅～小川西町四丁目(交通広場約3,200㎡) 小平 50

その他‐15 小平3・4・19号線 小平駅～小平3･4･14(交通広場約5,000㎡) 小平 100

その他‐16 福生3・4・21号線 福生3・4・26～青梅市境 瑞穂 1,320

その他‐17 福生3・4・26号線 二本木字西樽口～都県境（入間市境） 瑞穂 370

合 計 1,840



 「検証項目」に示した番号は、検証の順位を示すものではありません。 

１ 骨格幹線道路網※の形成 

２ 都県間ネットワークの形成 

３ 円滑な物流の確保 

４ 交通結節点へのアクセス向上 

５ 交通処理機能の確保 

６ 緊急輸送道路の拡充 

７ 避難場所へのアクセス向上 

８ 延焼遮断帯の形成 

９ 災害時の代替機能 

１０ 都市環境の保全 

１１ 良好な都市空間の創出 

１２ 公共交通の導入空間 

１３ 都市の多彩な魅力の演出・発信 

１４ 救急医療施設へのアクセス向上 

１５ 地域のまちづくりとの協働 
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3 将来都市計画道路ネットワークの検証 

将来都市計画道路ネットワークの検証項目 

① 広域的な都市間連携強化 
② 新たな拠点形成やまちづくりを支える   
  基盤整備 
③ 道路網の拡充によるアクセス強化 

（ア）都県境や市境で隣接県市と調整・検討 
   が必要な路線 
（イ）前後区間の都市計画道路の整合につい 
   て検討が必要とされる路線 
（ウ）高速道路が地下化されたことにより検 
   討が必要とされる路線 
（エ）骨格幹線道路網の形成に向けて検討が 
   必要とされる路線 
（オ）現場の状況（地形、鉄道との重複な  
   ど）により検討が必要とされる路線 
（カ）地域のまちづくりの中で計画の検討が 
   必要な路線 

 

 未着手の都市計画道路を対象に、道路の
果たす様々な役割や機能を考慮し、今後も
必要な都市計画道路とはどのようなものか
15の検証項目を設け、検証を実施しました。 

 東京が目指すべき将来像の実現に向け、新た 
に都市計画道路が必要となる箇所を示しました。
（結果はP12～13参照） 

 今後、新たな都市計画道路の決定に向けて右
に示す観点から検討を進めていきます。 

4 計画検討路線 

 必要性が確認された道路の中には、その計
画決定以降、様々な事由が生じ、計画幅員や
構造など都市計画の内容について検討を要す
る路線があります。 

 右に示す特別な事由に該当する路線を「計画
検討路線（区間）」として位置づけました。
（結果はP12～13参照） 

 今後、各路線の課題に応じて、道路線形・
幅員・構造などについて、地元の意見などの
把握に努めながら検討し、必要な都市計画の
手続や事業化に向けた準備を進めていきます。 
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〔見直し候補路線〕 

〔新たに検討する都市計画道路〕 

※骨格幹線道路：都内や隣接県を広域的に連絡し、高速 
        自動車国道をはじめとする主要な道路 
        を結ぶ、枢要な交通機能を担う道路 

基本目標 

 いずれの検証項目にも該当しない区間を
「見直し候補路線（区間）」として位置づ
けました。（結果はP12～13参照） 

 この区間は、平成28年度以降、地域の 
視点から改めて路線の必要性などを検証し、 
必要な都市計画の手続を進めていきます。 



 

お問合わせ先（平成27年12月現在） 

・東京都都市整備局都市基盤部街路計画課               03-5388-3379 

【特別区】 
・千代田区環境まちづくり部景観・都市計画課             03-5211-3610 
・中央区環境土木部環境政策課                    03-3546-5421 
・港区街づくり支援部土木課                     03-3578-2217 
・新宿区都市計画部都市計画課                    03-5273-3547 
・文京区都市計画部都市計画課                               03-5803-1239 
・台東区都市づくり部都市計画課                             03-5246-1363 
・北区まちづくり部都市計画課                               03-3908-9152 
・荒川区防災都市づくり部都市計画課                         03-3802-3111（内2815） 
・品川区都市環境部都市計画課                             03-5742-6760 
・目黒区都市整備部都市計画課                               03-5722-9725 
・大田区都市基盤整備部都市基盤管理課                       03-5744-1304 
・世田谷区道路整備部道路計画・外環調整課                   03-5432-2537 
・渋谷区都市整備部まちづくり課                             03-3463-2651 
・中野区都市基盤部都市計画分野                             03-3228-8262 
・杉並区都市整備部土木計画課                              03-3312-2111（内3435） 
・豊島区都市整備部都市計画課                    03-4566-2632 
・板橋区都市整備部都市計画課                               03-3579-2553 
・練馬区都市整備部交通企画課                               03-5984-1274 
・墨田区都市計画部都市計画課                               03-5608-6265 
・江東区都市整備部都市計画課                               03-3647-9454 
・足立区都市建設部企画調整課                               03-3880-5160 
・葛飾区都市整備部道路建設課                               03-5654-8389 
・江戸川区土木部計画調整課                                 03-5662-8389 

【市町】 
・八王子市都市計画部交通企画課                   042-620-7303 
・立川市まちづくり部都市計画課                   042-523-2111（内2367） 
・武蔵野市都市整備部まちづくり推進課                0422-60-1872 
・三鷹市都市整備部まちづくり推進課                 0422-45-1151（内2811） 
・青梅市建設部土木課                        0428-22-1111（内2588） 
・府中市都市整備部計画課                      042-335-4335 
・昭島市都市計画部都市計画課                    042-544-5111（内2262） 
・調布市都市整備部街づくり事業課                  042-481-7587 
・町田市都市づくり部都市政策課                   042-724-4248 
・小金井市都市整備部都市計画課                   042-387-9859 
・小平市都市開発部道路課                      042-346-9828 
・日野市まちづくり部都市計画課                   042-585-1111（内3131） 
・東村山市まちづくり部都市計画課                  042-393-5111（内2712） 
・国分寺市都市建設部都市企画課                   042-325-0111（内455） 
・国立市都市整備部都市計画課                    042-576-2111（内361） 
・福生市都市建設部まちづくり計画課                 042-551-1952 
・狛江市都市建設部まちづくり推進課                 03-3430-1111（内2541） 
・東大和市都市建設部都市計画課                   042-563-2111（内1254） 
・清瀬市都市整備部まちづくり課                   042-492-5111（内362） 
・東久留米市都市建設部道路計画課                  042-470-7777（内2715） 
・武蔵村山市都市整備部都市計画課                  042-565-1111（内272） 
・多摩市都市整備部都市計画課                    042-375-8111（内2711） 
・稲城市都市建設部都市計画課                    042-378-2111（内323） 
・羽村市都市整備部都市計画課                    042-555-1111（内288） 
・あきる野市都市整備部建設課                    042-558-1111（内2730） 
・西東京市都市整備部都市計画課                   042-438-4050 
・瑞穂町都市整備部都市計画課                    042-557-0599 
・日の出町まちづくり課                       042-597-0511（内351) 

 
登録番号27（82） 
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